
1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉政策課 福祉政策係 

個人情報ファイルの名称 福祉事務所概要 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
担当地区の民生委員・児童委員を周知するため福祉事務所概要

(冊子)へ掲載する 

記録項目 

1 担当地区、2 氏名  

記録範囲 
国より民生委員・児童委員の委嘱を受けた者(毎年 3 月 31 日現

在) 

記録情報の収集方法 民生委員児童委員名簿(福祉政策課) 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
自治会、民生委員・児童委員、民生委員推薦会委員、社会福祉

協議会、地域福祉計画懇話会委員、市議会議員、教育委員会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉政策課 福祉政策係 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 

避難行動要支援者の対象判断を行い、避難行動要支援者名簿情

報提供同意書の発送、同意書返送管理、ＷＥＢＧＩＳによる災

害地域等の確認をするため 

記録項目 

1 登録番号、2 行政区、3 氏名、4 生年月日、5 年齢、6 性別、7

住所又は居所、8 電話番号その他の連絡先、9 避難支援等を必

要とする事由、10 その他避難支援等の実施に関し市長が必要と

認める事項 

記録範囲 避難行動要支援者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉政策課 福祉政策係 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿情報提供同意書綴り 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
個別避難計画作成及び災害時の避難支援における関係者等へ

の情報提供のため 

記録項目 

1 同意の有無、2 本人住所、3 本人氏名、4 代理人続柄、5 代理

人住所、6 代理人氏名  

記録範囲 避難行動要支援者名簿情報提供同意書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人による提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
消防、自治会、自主防災組織、社会福祉協議会、民生委員・児

童委員 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉政策課 福祉政策係 

個人情報ファイルの名称 第十一回特別弔慰金受付簿 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
戦没者及び遺族の請求手続き等に関する情報を管理し、国債交

付時の案内通知及び請求期限の時効による権利の消滅を防ぐ。 

記録項目 

1 戦没者名、2 カナ、3 もとの身分、4 生年月日、5 死亡年月日、

6 除籍時の本籍、7 受付番号、8 住民コード、9 請求者氏名、10

住所、11 裁定番号、12 裁定年月日、13 国債記号番号、14 台帳

NO 

記録範囲 戦没者、請求手続きを行った者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考  

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉政策課 福祉政策係 

個人情報ファイルの名称 戦没者（遺族）台帳 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 戦没者等の遺族に関する特別弔慰金の支給に関する管理 

記録項目 

1 戦没者名、2 カナ、3 もとの身分、4 生年月日、5 死亡年月日、

6 除籍時の本籍、7 遺族氏名、8 住所、9 国債記号番号 

記録範囲 戦没者、支給対象者遺族 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】福祉政策課 福祉政策係 

個人情報ファイルの名称 
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書及

び申請書綴り 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 福祉政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
・当該給付金の受給意思の確認及び支給要件確認を行うため 

・支給結果の確認 

記録項目 

1 世帯主名 2 代理人氏名・カナ 3 申請者との関係 4 代理人

生年月日 5 代理人住所 6 世帯構成員氏名 7 生年月日 8 口

座情報 9 本人確認書類 10 戸籍謄本 11 成年後見登記制度に

基づく登記事項証明書、代理権目録 12 給与明細等 13 矯正

施設等在所証明書 

記録範囲 住民税非課税世帯、住民税非課税相当の世帯 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年６月３０日 

 

 

 


